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概要 

テクノロジー産業には、コンピューター・ネットワーク、半導体、ソフトウェアおよびインターネット、ならびにク

リーン・テクノロジーなどの多くのサブセクターが含まれます。各サブセクターは、多様な製品およびサービ

スを提供しており、収益認識に関するさまざまな問題があります。契約の構成要素への対価の配分方法お

よび収益認識の時期の決定は非常に複雑なものとなりうるため、業種特有の収益認識モデルが開発され

てきました。米国財務会計基準審議会（FASB）および国際会計基準審議会（IASB）は、これら複数の一連

のガイダンスを、産業にかかわらず単一の認識モデルの基準に置き換えるために共同で取り組んでいま

す。PwCは、この基準が多くのテクノロジー産業のサブセクターに重要な影響を与えるだろうと考えていま

す。 

以下では、テクノロジー産業において、この収益認識の基準案により大きな影響を受ける可能性がある領

域について、概要を提供しています。当Dataline、および当Datalineに含まれている設例および関連する

見解は、2011年11月14日に公表された公開草案｢顧客との契約から生じる収益｣の解釈に基づいています。

PwCは、2010年6月24日に公表された当初の公開草案（「2010年公開草案」）からの主要な変更点に関す

るハイレベルな概要を提供しています。特に明記していない限り､「提案モデル」または「基準案」と言及す

る場合、2011年11月に公表された公開草案を指しています。設例には当基準案に基づくガイダンスによる

潜在的な影響が反映されており、そこで示されている結論には最終基準に基づく追加的な解釈や評価が

必要になる可能性があります。当基準案に関するより包括的な説明については、PwCのDataline 2011-35

（www.cfodirect.pwc.com）を参照いただくか、FASBのウェブサイト（www.fasb.org）にアクセスしてください。 
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ソフトウェア固有のガイダンスの削除 

当基準案は、米国会計基準（US GAAP）に基づく特定のソフトウェアの収益認識を含む、すべての業種別の収益ガイダンスを置き換え

る予定です。現行のガイダンスが削除されることにより、ソフトウェアおよびソフトウェア関連の取引に関する会計処理に特に重要な影響

を与えるでしょう。 

提案モデル 現行の US GAAP 現行の IFRS 

複数要素を含むソフトウェア契約 

当基準案では、区別できる履行義務が異な

る時期に充足される場合、これらを分割す

ることを求めています。経営者は、識別され

た履行義務を独立して別個に販売しない場

合、独立販売価格を見積もらなければなり

ません。 

財またはサービスの価格の変動性が高い

か、または不確定な場合、財またはサービ

スの独立販売価格を算定するために残余

アプローチを用いることができます。販売価

格の変動性が高い場合とは、企業が同じ財

またはサービスを異なる顧客に対して、同

時またはほぼ同時に大幅に異なる金額で

販売している場合です。企業が財またはサ

ービスについての価格をまだ設定しておら

ず、当該財またはサービスがこれまでに販

売されたことがない場合には、販売価格が

不確定ということになります。 

 

当契約のすべての構成要素に売手固有

の客観的証拠（VSOE）が存在する場合、

契約対価は公正価値の VSOEに基づい

て、契約のそれぞれの構成要素に配分さ

れます。 

未引渡要素に関して公正価値の VSOE

が存在しない場合、以下のどちらか早い

時点まで収益は繰延べられます。（a）未

引渡要素の公正価値に関する十分な

VSOEが存在する、または、（ｂ）当契約の

すべての構成要素が引渡された。 

潜在的な影響： 契約対価を契約のさまざ

まな約束に分割して配分するために、今

後は、未引渡項目の公正価値のVSOEが

要求されることはなくなります。ソフトウェア

関連取引のVSOEに関する規定が削除さ

れるため、以前は公正価値の VSOEがな

いことにより収益を繰延べていたような状

況において、収益認識のタイミングに重

大な影響を与えることになるでしょう。ま

た、これらの変更によって、収益を計上す

るために現在使用されている情報システ

ムにも大幅な変更が必要になるでしょう。 

 

収益は契約の個別の構成要素に配分さ

れますが、ソフトウェア契約やその対価を

どのように配分すべきかに関する特定の

ガイダンスは提供されていません。 

ある取引の経済的実態を反映するため

に、契約の構成要素を分割することが必

要となる場合があります。識別可能な構成

要素が異なる時期に引渡され、独立した

価格を有し、これらの公正価値を信頼性

をもって測定できる場合、これらを分割す

ることが適切です。 

ある項目が別個に販売されている場合、

通常請求される金額が、当該項目の公正

価値の最善の証拠となります。また、公正

価値を見積るには、費用に合理的なマー

ジンを上乗せする方法、残余法、また、稀

な状況においては逆残余法など、他のア

プローチが適切な場合もあります。 

潜在的な影響： 提案されている分割およ

び配分方法は、現行の IFRSガイダンスと

類似しています。 

契約後のカスタマー・サポート（PCS） 

当基準案では、契約において区別できる履

行義務が異なる時期に充足される場合、そ

れらを分割することを求めています。 

経営者は、識別された履行義務を別個に単

独で販売しない場合、独立販売価格を見

積らなければなりません。 

 

PCSの公正価値は、この要素が別個に販

売される場合、VSOEである当該販売価

格がその証拠となります。これには、契約

に記載されている更新レートおよびサー

ビス期間が実質的なものである場合、当

該更新レートも含まれます。 

独立販売価格がない場合、PCSの料金は

ライセンス料と合わせて、PCS期間にわた

り定額法により認識されます。 

潜在的な影響： 過去において VSOEが

入手可能でなかった場合、経営者は PCS

 

ある製品の販売価格に識別可能な事後

的サービスの金額が含まれる場合、その

金額は繰延べられ、サービスが提供され

る期間にわたって収益として認識されま

す。繰延べられる金額は、当契約におけ

るサービスの予想コストとこれらのサービ

スによる合理的な利益の合計額です。 

潜在的な影響： 当基準案は現行の IFRS

ガイダンスと類似しています。 
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の独立販売価格を見積る必要があるでし

ょう。これにより、引き渡し可能なライセン

スの収益認識のタイミングが現行ガイダン

スと異なる結果となる可能性があります。 

 

2010年公開草案からの主な変更点： 両審議会は、財またはサービスの価格の変動性が高いか、または不確定である場合、残

余アプローチを用いて独立販売価格を見積ることが企業にとって適切な場合があると決定しました。 

設例＃１ 

事実： ソフトウェア・ベンダーが、永久的なソフトウェア・ライセンス（version 2.0）と、ソフトウェアが有効となってから5年間の契約後のカ

スタマー・サポート（PCS）サービスを販売しています。独立して販売される財およびサービスはありません。ソフトウェア・ベンダーは当該

取引をどのように会計処理すればよいでしょうか？ 

考察： ライセンスとPCSは、契約に基づく別個の履行義務です。ライセンスとPCSが別個に販売されていない場合、経営者は独立販売

価格を見積る必要があります。当基準案では見積方法は規定されていません。見積りには観察可能なインプットを最大限に用いる合

理的で信頼性のある方法であれば、いかなる方法も使用できます。ソフトウェア・ベンダーは、ソフトウェア・ライセンスおよびPCSサービ

スの個別の独立販売価格を見積ります。独立販売価格の見積りが必要となる事で、一部のソフトウェア企業においては実務上の課題

が生じる可能性があります。複数ある履行義務のうち一つの履行義務の価格の変動性が高いか、または不確定である場合、独立販売

価格の見積りのために残余アプローチを使用することができます。 

 

 

知的財産のライセンス 

ライセンスは、知的財産を所有する権利ではなく、企業によって顧客に付与された、それを使用する権利です。ライセンスの付与者は

通常、永続的または時間ベースのライセンス料の前払を受領します。一般的に、ライセンスは契約後のカスタマー・サポートおよび（ま

たは）プロフェッショナル・サービスとの束で販売されます。経営者は、当基準案に基づいてライセンスの収益をいつ認識すべきかを決

定するために、顧客がいつライセンスの使用権の支配を獲得したのかを評価することが必要になります。 

提案モデル 現行の US GAAP 現行の IFRS 

知的財産またはその他の権利のライセンス

は、顧客がライセンス権の支配を獲得したと

きに企業が履行義務を充足しますので、そ

の時点で収益を認識します。 

顧客が知的財産のライセンスを使用し、そこ

から便益を受け取ることができる期間が開

始されるまで、顧客は知的財産を使用する

権利の支配を獲得していません。 

将来の事象を条件とする条件付対価に関

連する収益認識は、企業がその金額に対

する権利を得ることが合理的に確実でない

場合、制限される可能性があります（変動対

価についての下記の考察を参照のこと）。 

経営者は、知的財産のライセンスが、契約

における他の履行義務と区別できるか否か

知的財産のライセンスから生じる収益は、

契約の実質に従って認識されます。 

たとえば、ライセンスの取得者が定められ

た期間にわたって技術を使用する権利を

有する場合、収益はその契約の期間にわ

たって定額法で認識される可能性があり

ます。特定の状況においては、ソフトウェ

アのライセンスに対して使用されるモデル

と類似して、前倒しで収益を認識する可

能性があります。 

最も適切な処理を決定するためには、判

断が必要となります。 

潜在的な影響： 当基準案では、顧客が

知的財産を使用する権利の支配を獲得し

た時点で収益を認識することを要求して

現行の収益ガイダンスは、企業の資産の

使用に対して支払われる手数料およびロ

イヤルティを、契約の実質に従って認識

することを求めています。これは、たとえ

ば、ライセンスの取得者が定められた期

間にわたって特定の技術を使用する権利

を有する場合には、当契約期間にわたり

定額法で処理する場合があります。また、

契約の実質が販売と類似しているのであ

れば、前倒しで収益を認識することになる

可能性もあります。 

キャンセル不能な契約で、固定料金また

は払戻不能の保証に対する権利の付与

は、その契約上、ライセンスの取得者がそ

れらの権利を自由に使用でき、かつ、ライ

センスの付与者が履行すべき残りの義務



National Professional Services Group | CFOdirect Network – www.cfodirect.pwc.com Dataline 

 

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。 

4 

提案モデル 現行の US GAAP 現行の IFRS 

を評価する必要があります。区別できないラ

イセンスは、財またはサービスの区別できる

束が識別されるまで、その他の履行義務と

結合されます。 

います。現行の会計処理（一定の期間に

わたって、または前倒しによる認識）によ

っては、現在よりも早い段階での収益認

識という結果になるかもしれません。 

がない場合、実質的に販売となります。 

最も適切な処理を決定するためには、判

断が必要となります。 

潜在的な影響： 当基準案では、顧客が

企業の知的財産を使用する権利の支配

を獲得した時点で収益を認識することを

要求しています。現行の会計処理（一定

の期間にわたって、または前倒しによる認

識）によっては、現在よりも早い段階で収

益を認識するという結果になる可能性が

あります。 

 

2010年公開草案からの主な変更点： 2010年公開草案において非独占的ライセンスおよび独占的ライセンスの区別は、両審議

会が受け取ったフィードバックに基づいて、再審議中に削除されました。コメント提出者は、ライセンスが独占的か非独占的かにか

かわらず履行義務が充足された時点で収益を認識しなければならないと考えていました。顧客が企業の知的財産を支配し、使用

することができる時点で、別個の履行義務であるライセンスについて、収益認識されます。 

設例＃2 

事実： あるテクノロジー企業が、1年間の知的財産のライセンス契約を顧客Aとの間で締結しています。当該契約にはその他に履行義

務は含まれていません。テクノロジー企業は、この取引をどのように会計処理しなければならないでしょうか？ 

考察： 経営者は、契約で約束した知的財産権の支配を顧客がいつ獲得するのかを評価する必要があります。これによって、収益をい

つ認識すべきかが決定されます。顧客が許可された知的財産を使用し、そこから経済的便益を得ることができる期間が開始するまでは

（すなわち、ライセンス期間の開始までは）、当該知的財産の使用権の支配を顧客に移転することはできません。顧客は、通常、ライセ

ンスの使用を開始できるようになった時点で、約束された権利に係る支配を獲得することになります。そのため収益は、支配が移転され

た日に前倒しで認識されます。経営者は、知的財産のライセンスが区別できるか、そして契約におけるその他の履行義務から分離でき

るかどうかを評価する必要あります。 

 

 

変動対価 

取引価格とは、契約における履行義務の充足と引換えにベンダーが権利を得ると見込まれる対価です。契約価格が固定の場合には

取引価格の算定は単純ですが、契約上、支払われる対価の金額が変動する場合にはより複雑なものとなります。変動対価の一般的な

例として、ロイヤルティ、業績ボーナス、違約金、および将来の値引きが挙げられます。経営者は、取引価格を算定し契約における履

行義務に対価を配分するため、権利を得ると見込まれる対価の金額を見積らなければなりません。企業がその金額に対する権利を得

ることが合理的に確実である場合に限り、変動性のある金額について収益が認識されます。 

提案モデル 現行の US GAAP 現行の IFRS 

取引価格は、変動性のある、または不確定

な対価を含む、企業が契約にもとづいて受

け取る権利を有している見積対価のことで

す。取引価格は、企業が権利を得ることとな

収益認識のためには、売手の価格は固

定または決定可能なものでなければなり

ません。 

変動対価に関連する収益は、一般的に、

収益は、受領された、または受領可能な

対価の公正価値で測定されます。公正価

値とは｢独立第三者間取引において、取

引の知識がある自発的な当事者の間で、
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提案モデル 現行の US GAAP 現行の IFRS 

る金額を最も適切に予測できるかに応じ

て、加重平均した見積りまたは取引から予

想されるキャッシュフローの最も発生の可能

性のある金額のいずれかに基づきます。 

見積取引価格は、契約における履行義務

の間で配分されます。企業がその履行義務

に配分された金額に対する権利を得ること

が合理的に確実である場合に限り、履行義

務が充足されるにつれて収益が認識されま

す。 

企業に類似した種類の契約による予測に役

立つ経験がある場合、企業が変動対価に

対する権利を得ることが合理的に確実にな

ります。 

企業が顧客に知的財産のライセンスを付与

し、顧客のその後のその知的財産を使用し

た財またはサービスの販売に基づいて、企

業が受け取る対価が変動する場合、顧客の

事後の売上が発生するまでは、企業の変動

対価は合理的に確実ではありません。 

経営者は、変動対価の見積りの変更を含

め、状況の変化を反映させるために、各報

告日に見積取引価格を見直す必要があり

ます。 

不確実性が解消されるまで認識されませ

ん。不確実性が解消される蓋然性に基づ

いて収益を認識することは適切ではありま

せん。 

潜在的な影響： 変動対価は、当基準案

における認識の時点に影響を与える可能

性があります。テクノロジー企業は常に新

製品の開発や既存製品の改善を行って

いるため、各企業は、どの時点で変動対

価に対する権利を得ることが合理的に確

実となるのかを検討する必要があります。

テクノロジー企業は、多くの状況において

現在よりも早く収益を認識する可能性が

あります。 

資産が交換されうる、または、負債が決済

されうる価額｣です。 

受領が見込まれる対価の公正価値の測

定には、値引き、割戻しおよびその他のイ

ンセンティブ（現金決済割引等）が考慮さ

れます。 

他のすべての収益認識の要件が満たさ

れている仮定で、経済的便益が企業に流

入し、その金額を信頼性をもって測定でき

る可能性が高い場合、変動対価に関連

する収益は認識されます。 

潜在的な影響： 当基準案に従った場

合、変動対価は収益認識の時点に影響

を与えます。テクノロジー企業は、常に新

製品の開発や既存製品の改善を行って

いるため、各企業はどの時点で変動対価

に対する権利を得ることが合理的に確実

となるのかを検討することが必要になりま

す。テクノロジー企業は、多くの状況にお

いて現在よりも早く収益を認識する可能

性があります。 

 

2010年公開草案からの主な変更点： 2010年の公開草案は、「取引価格を合理的に見積ることができる」ことを条件に、制限な

く、変動性のある金額の収益認識を容認していました。2011年の公開草案では、変動性のある金額の認識は、「企業が権利を得る

ことが合理的に確実な金額」に制限されることになります。 

設例＃3 

事実： ベンダーが、携帯端末の特許取得済の技術を使用するライセンスを、前払手数料なしで、将来の製品の売上の1%の金額を支

払うという条件で販売しています。ライセンス期間は当該特許の期間と同じ様です。この分野の技術は急速に変化しているため、新技

術が開発されるかどうかにより、生じ得る対価の範囲は0ドルから50,000,000ドルとなります。ベンダーはこの取引をどのように会計処理

しなければならないでしょうか？ 

考察： ロイヤルティの収益は、ベンダーがこれらの金額に対する権利を得ることが合理的に確実になったとき、すなわち将来の製品の

売上が発生したときに認識されます。 
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複数要素契約 

多くのテクノロジー企業は、単一の契約の一部として複数の製品やサービスを顧客に提供します。たとえば、ハードウェアのベンダーは

延長保守契約またはその他のサービスをハードウェアと一緒に販売するかもしれません。また、知的財産のライセンスを有するベンダー

が、専門的サービスを提供するかもしれません。経営者は、契約の条件および企業の顧客のビジネス慣行に基づいて別個の履行義務

を識別しなければなりません。財およびサービスの束は、特定の事象においては単一の履行義務として会計処理される場合があります。 

提案モデル 現行の US GAAP 現行の IFRS 

次の要件のいずれかを満たす場合に、財ま

たはサービスは区別できます。 

 企業が、通常、財またはサービスを別

個に販売している 

 顧客がその財またはサービスからの便

益を、それ単独でまたは顧客にとって

容易に利用可能な他の資源と一緒にし

て得ることができる 

次の要件を満たす場合に、財およびサービ

スの束は、単一の履行義務として会計処理

されます。 

 財またはサービスの相互関連性が非常

に高く、それらを顧客に移転するには、

企業が、顧客が締結した契約に基づい

た結合をするためには、財またはサー

ビスを統合するための著しいサービス

を提供する必要もある 

 財またはサービスの束が、契約の履行

のために大幅に修正またはカスタマイ

ズされる 

複数要素契約に含まれる要素を別個に

会計処理すべきか決定するために、ソフト

ウェアに関係するもの以外の取引には以

下の要件が適用されます（ソフトウェア会

社に関係する上記の解説を参照のこと）。 

 引渡済項目には、単独で顧客にとっ

ての価値がある。 

 引渡済項目に一般的な返品権がある

場合には、未引渡項目が引渡される、

または引渡しの可能性が高く、実質的

にベンダーの支配下にあると考えられ

る。 

潜在的な影響: テクノロジー企業は、契

約に複数の履行義務が含まれているか評

価する必要があります。経営者は、財また

はサービスの束が単一の履行義務として

会計処理すべき要件を満たすかどうかを

評価する必要があり、これには判断が要

求される可能性があります。 

識別される履行義務の数が多くなるかもし

れませんが、当基準案のその他の分割要

件は現行の US GAAPガイダンスと類似し

ています。 

収益認識の要件は、通常、各取引に別個

に適用されます。特定の状況における当

該取引の実態を反映するために、一つの

取引を複数の識別可能な構成要素に分

割する必要があります。識別可能な構成

要素が独立した価値を有し、その公正価

値を信頼性をもって測定することが可能

な場合、分割することが適切です。 

複数の取引が、一連の取引を全体として

考えないと商業的な効果が理解できない

ような形で結びつけられている場合には、

これらの取引をまとめる必要があります。 

潜在的な影響： テクノロジー企業は、契

約に複数の履行義務が含まれているかど

うかを評価することが必要になります。経

営者は、財またはサービスの束が単一の

履行義務として会計処理すべき要件を満

たすかどうかを評価することが必要にな

り、これには判断が要求される可能性があ

ります。 

識別される履行義務の数が多くなるかもし

れませんが、当基準案のその他の分割要

件は現行の IFRSガイダンスと類似してい

ます。 

 

2010年公開草案からの主な変更点： 履行義務を別個に会計処理する基本的な方針は、2010年6月に公表された公開草案か

ら変更されていません。両審議会は、特定の長期契約の経済的側面をより良く反映させる取り組みの中で、財またはサービスの束

が結果的に単一の履行義務になる可能性がある場合について、追加的なガイダンスを提供しています。 

両審議会はさらに、履行義務を区別できるかどうかを判定するガイダンスを改訂し、「区別できる利益マージン」の概念を削除しまし

た。現在は、財またはサービスが企業によって別個に販売されているかどうか、または財が、顧客が容易に利用可能な他の資源とと

もに使用可能かどうかが焦点になっています。 
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設例＃4 

事実： ベンダーが、顧客に顧客関係管理ソフトウェアのライセンスを供与しています。ベンダーは、顧客の情報テクノロジー環境用に、

ソフトウェアを大幅にカスタマイズするサービスを提供することも約束しています。当該ライセンスおよびカスタマイズ・サービスの対価の

合計は600,000ドルです。このベンダーだけが、当該カスタマイズと統合サービスを提供することができます。ベンダーはこの取引をどの

ように会計処理すべきでしょうか？ 

考察： ベンダーは、顧客が契約している結合された項目（カスタマイズされた顧客関係管理システム）に財およびサービス（ライセンス

およびコンサルティング・サービス）を統合する重要なサービスを提供しています。このソフトウェアは、顧客と交渉された仕様書に従っ

てベンダーにより大幅にカスタマイズされています。これらの要素に基づき、ベンダーは一つの履行義務としてこのライセンスとコンサル

ティング・サービスを一緒に会計処理する予定です。顧客が、（当該ベンダー以外の）別の企業からカスタマイズや統合サービスを入手

することができる場合、そのカスタマイズは重要なものではなく、またサービスの相互関連性が非常に高いとは言えない状況を示してお

り、そのような場合は別個に会計処理しなければなりません。 

設例＃5 

事実： ベンダーが顧客に据付を含めてハードウェアを提供する契約を締結しています。ベンダーは、据付サービスとハードウェアを常

に一緒に販売していますが、顧客は自分で据付を行うことが可能であり、または他の第三者を使うことも可能です。ベンダーはこの取引

をどのように会計処理しなければならないでしょうか？ 

考察： ベンダーは、ハードウェアと据付サービスが別個の履行義務かどうかを評価しなければなりません。ハードウェアと据付サービス

は、ベンダーによって別個に販売されていません。そのため、経営者は顧客がこの機器単独で経済的便益を得ることができるか、また

は顧客が容易に利用可能な資源と一緒に便益を得ることができるかを評価することが必要になります。顧客は、自身で据付を行うこと

が可能であり、または他の第三者を使うことも可能です。このように、顧客は、この機器単独で便益を得ることができます。この機器およ

び据付は区別できる履行義務であると見なされ、別個に会計処理されることになります。 

 

 

取引価格の配分 

テクノロジー企業は、単一の契約の一部として、顧客に対して複数の製品またはサービスを提供する場合があります。企業は、独立販

売価格の比率で契約の中の別個の履行義務に取引価格を配分することになります。 

提案モデル 現行の US GAAP 現行の IFRS 

取引価格は、契約における履行義務の独

立販売価格の比率で別個の履行義務に配

分されます。別個に販売されていない項目

の独立販売価格は見積らなければなりませ

ん。 

財またはサービスの販売価格の変動性が

高いか、または不確定な場合、独立販売価

格を見積る方法として残余アプローチを使

用することがあります。 

変動対価、値引きまたは注文の変更のよう

な取引価格の一部の要素は、契約のすべ

ての履行義務ではなく一つの履行義務だ

けに影響する可能性があります。それらの

契約における対価は、独立販売価格の比

率で取引の要素に配分されます。残存価

値法を用いることはできません（ソフトウェ

ア会社に関連する考察については、上記

を参照のこと）。 

引渡済項目への配分は、未引渡項目の

提供時、または将来の履行義務の充足時

における条件付きでない対価に制限され

ます。 

潜在的な影響： 残余法の使用は、価格

設定において重要な変動性のある履行

義務の独立販売価格を算定する際の、業

対価は通常、公正価値の比率またはコス

トに合理的なマージンを加えた金額によ

るアプローチに基づいて、契約における

別個の構成要素に配分されます。残余ア

プローチまたは逆残余法も使用できま

す。 

潜在的な影響： 新しいガイダンスでは、

配分に関する基本方針に変更はありませ

ん。しかし、当基準案における配分ガイダ

ンスは、一定の条件が満たされた場合に

値引きおよび変動対価の金額を特定の

履行義務に配分できるため、識別された

履行義務に配分する価格に影響がでる
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提案モデル 現行の US GAAP 現行の IFRS 

変更は、一定の条件が満たされた場合、特

定の履行義務にのみ配分される可能性が

あります。 

務上の難題を取り除くことができます。 

当基準案における配分のガイダンスは、

以下の理由により、識別された履行義務

に配分される価格、および収益認識のタ

イミングに影響を与える可能性がありま

す。 

 将来の履行義務の充足時に現金回収

条件に制限がない 

 一定の条件が満たされれば、企業は

値引きおよび変動対価の金額を特定

の履行義務に配分することができる 

可能性があります。 

 

2010年公開草案からの主な変更点： 両審議会は、財またはサービスの価格の変動性が高いか、または不確定である場合、独

立販売価格を見積もるために残余アプローチを使用することが適当である可能性があることを明確にしました。 

さらに、両審議会は、当基準案から分割ガイダンスを削除した結果として、一定の条件が満たされた場合、変動性のある金額およ

び（または）値引きの全額を特定の履行義務に配分できると結論付けました。 

 

 

 

コンサルティング・サービス契約 

多くのテクノロジー企業は、ビジネス戦略サービス、サプライチェーン・マネジメント、システム導入、アウトソーシング・サービス、統制お

よびシステムの信頼性などの、幅広いコンサルティング・サービスおよび取引を提供しています。テクノロジー・サービス契約は通常、顧

客特有のものであり、そのため収益認識は各取引の事実および状況によって決まります。 

経営者は、履行義務は（財の販売のように）一時点で充足されるのか、（サービス提供のように）一定の期間にわたり充足されるのかを

判断しなければならないため、当基準案ではサービス収益の会計処理が変更される可能性があります。 

提案モデル 現行の US GAAP 現行の IFRS 

収益は、財またはサービスの支配が顧客に

移転されて、履行義務が充足された時点で

認識されます。支配は、ある一時点、または

一定期間にわたり移転します。 

履行義務は、以下の要件の少なくとも一つ

が満たされた場合には、一定の期間にわた

って充足されます。 

 企業の履行により、顧客の支配する資

産が創出されるかまたは増価する、 

または 

 企業の履行によって、他に転用できる

US GAAPでは、工事または特定の生産

請負契約のガイダンスにないサービス契

約に関する収益の認識に対して比例履

行法を使用することを認めています。 

アウトプット基準が存在しない、または過

度のコストを支払わなければ企業が入手

できない場合、工事進行基準に近似して

いる、原価法を除くインプット測定が使用

される場合があります。 

収益は便益の識別可能なパターンに基

づいて認識され、また、識別可能なパタ

ーンが存在しない場合には、定額法によ

IFRSは、サービス取引を取引の進捗度を

参照することにより会計処理することを要

求しています。この方法は、工事進行基

準と呼ばれるものです。進捗度は、原価

対原価法を含む、多様な方法で決定する

ことができます。 

サービスが特定の期間にわたり不確定な

数の行為により実行され、他に進捗度を

より良く表す方法がない場合、定額法に

基づいて収益を認識することができます。 

特定の行為が他のいかなる行為よりも著

しく重要である場合には、収益を繰り延べ
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提案モデル 現行の US GAAP 現行の IFRS 

資産が創出されず、かつ次の要件のう

ち少なくとも一つに該当する 

‐  企業の履行につれて、顧客が企業

の履行による便益を同時に受け取

り消費する、 

-  他の企業が顧客に対して残りの義

務を履行する必要がある場合に、

当該他の企業は、現在までに行わ

れた作業を実質的にやり直す必要

がない、または 

-  便宜上、顧客が契約を取り消した

場合であっても、企業は、現在まで

に履行した作業についての支払い

を受ける権利を有している 

上記の要件を満たさない履行義務にかかる

収益は、顧客がその財またはサービスの支

配を獲得した時点で認識されます。 

一定の期間にわたって充足される履行義務

にかかる収益は、顧客に対する支配の移転

を最もよく表す進捗度の測定に基づいて認

識されます。インプット測定およびアウトプッ

ト測定の両方が認められます。 

るアプローチを使用することが適切である

ことがあります。 

潜在的な影響: 企業は、履行義務が一

定の期間にわたって充足されるかどうかを

決定する必要があります。これには判断

が要求される場合があります。PwCは、一

定の期間にわたって充足される履行義務

の実務に大幅な変更はないと予想してい

ます。 

履行義務の充足に向けての進捗度を測

定する方法は、顧客への支配の移転を最

もよく描写する測定法であり、これにはア

ウトプット法またはインプット法が含まれる

可能性があります。結果的に顧客への移

転を最もよく描写することを条件として、以

前は許容されていなかった別の代替法

（「原価対原価法」など）が進捗度を測定

するために使用できる可能性があります。 

ることができます。 

潜在的な影響： 企業は、履行義務が一

定の期間にわたり充足されるための、特

定の要件を満たすかどうかを決定すること

が必要になり、これには判断が要求されま

す。PwCは、一定の期間にわたって充足

される履行義務について、実務では重要

な変更はないと予想しています。 

 

2010年公開草案からの主な変更点： 2010年公開草案には、一定の期間にわたり充足される履行義務について、具体的なガ

イダンスは含まれていませんでした。当初の要件をサービス取引に適用することは困難だとするフィードバックに対応して上記のガ

イダンスが作られました。 

設例＃6 

事実： コンピューター・コンサルタントが、顧客が将来においてどのソフトウェアパッケージをアップグレードすべきかという決定を支援

するため、当該顧客のソフトウェアの利用量を追跡する3カ月間の固定金額の契約を締結しています。コンサルタントは月次で調査結

果を提供し、顧客に求められた場合は、さらに頻繁に調査結果を提出します。コンサルタントは調査結果のサマリー・レポートを3カ月後

に提供する予定です。顧客はコンサルタントに月次で2,000ドルを支払い、顧客は当契約期間中コンサルタントに対して自身の指定し

たシステムの利用に焦点を当てるよう指示することができます。コンピューター・コンサルタントは、当該取引をどのように会計処理すべ

きでしょうか？ 

考察： 顧客は、履行されたサービスからの便益を受け取り、コンピューター・コンサルタントは、返還不能の出来高払からも明らかなよう

に、提供されたサービスの支払に対する権利を有しています（受け取る支払いは、提供されたサービスに比例していると仮定する）。コ

ンピューター・コンサルタントの履行義務は3カ月の契約期間中、継続的に顧客にサービスを提供することであり、その履行義務は一定

の期間にわたって充足されています。 
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返品権 

返品権は、ハードウェア、ソフトウェア、およびさまざまな他のテクノロジー製品を伴う販売に共通のものです。返品権は、製品の陳腐化

に対する保護や下取り契約等、さまざまな他の形式を採る場合もあります。一般的に、これらの権利は購入した製品に関連するリスクを

軽減したいとする買い手の要望と、顧客との信用を深めたいとする売手の要望から生じるものです。返品権付きの財の販売は、企業が

返品されないことについて合理的に確実である製品にのみ収益認識を行うという、現行のモデルに類似した会計処理が行われます。 

提案モデル 現行の US GAAP 現行の IFRS 

返品されないことが企業にとって合理的に

確実になった財に限り収益が認識され、顧

客への予想返金額について負債が認識さ

れます。返品負債は返金見込みの変動に

ついて見直します。 

資産およびこれに対応する売上原価への

調整は、返金負債の決済を行うときに、顧

客から財を回収する権利として認識しなけ

ればならず、当該資産は当初、財の取得原

価（つまり、棚卸資産の従前の帳簿価額）で

測定されます。減損の兆候が存在する場

合、当該資産を減損のために評価します。 

返品される製品の数量が合理的に確実で

ない場合は、収益は認識されません。返品

されると予想される数量が合理的に確実に

なった時点（返品権が失効した場合のみ可

能）で、収益は認識されます。 

返品は、売上に対して計上される引当金

の過去の経験に基づいて見積もられま

す。企業が返品の可能性を見積もること

ができない場合、返品権が失効するまで

収益は認識されません。 

潜在的な影響： 当基準案では、収益に

対する返品の影響は、現行の US GAAP

と大きく変わらないでしょう。しかし、貸借

対照表上、返品債務と返品される財に対

する権利の資産が総額表示されます。減

損の兆候が存在する場合、当該資産を減

損のために評価します。 

返品は、売上に対して計上される引当金

の過去の経験に基づいて見積もられま

す。企業が返品の可能性を見積もること

ができない場合、返品権が失効するまで

収益は認識されません。 

潜在的な影響： 当基準案では、収益に

対する返品の影響は、現行の IFRS と大き

く変わらないでしょう。しかし、貸借対照表

上、返品債務と返品される財に対する権

利の資産が総額表示されます。減損の兆

候が存在する場合、当該資産を減損のた

めに評価します。 

 

2010年公開草案からの主な変更点： 2010年公開草案からの変更はありません。 

設例＃7 

事実： ベンダーが再販業者である顧客に対して、10,000のゲーム機を販売し、同日に出荷しました。顧客は購入から12カ月以内に当

該ゲーム機をベンダーに返品する可能性があります。過去の経験より、ベンダーにおける顧客からの返品率は10パーセントです。ベン

ダーは当該取引をどのように会計処理しなければならないでしょうか？ 

考察： ベンダーは、返品の見込まれるゲーム機（つまり、10パーセント分）を収益の減額として会計処理しなければなりません。ベンダ

ーは1,000台のゲーム機について契約負債を計上し、返品の見込まれるゲーム機に対する権利について資産（無形資産）を計上しな

ければなりません。当該無形資産はゲーム機器の取得原価で計上しなければなりません。返品負債と関連する資産は、返品権が失効

するまで、または実際の返品が生じるまで認識を中止することはできません。認識中止まで、当該資産の減損について評価する必要が

あります。返品されないことがベンダーに合理的に確実である9,000台のゲーム機に関連する取引価格は、支配が顧客に移転された時

点で収益として計上されます。 
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製品保証 

テクノロジー企業が製品の販売に関連して製品保証を提供することは、一般に行われていることです。保証には、関連する製品が合意

された仕様に従っていることを顧客に保証するもの（品質保証または「標準」保証）がいくつかあるため、製品保証の内容が大幅に異な

る可能性があります。また、製品が合意された仕様に従っているという保証（品質保証）に加えて、サービスを顧客に提供する保証もあり

ます。当基準案では、顧客が別個に購入するオプションを有している製品保証（たとえば、別個に交渉または価格設定される保証）と顧

客が別個に購入するオプションのない製品保証を区別しています。テクノロジー企業が提供する保証の多くは、そのいずれかのカテゴ

リーまたは両方のカテゴリーに入る可能性があります。経営者は、別個の履行義務として会計処理すべきサービスの構成要素があるか

どうかを決定するために、別個に販売されない保証を評価する際には判断することが必要になります。 

提案モデル 現行の US GAAP 現行の IFRS 

企業は、顧客が別個に購入するオプション

を有している保証を別個の履行義務として

会計処理しなければなりません。 

顧客が別個に購入するオプションを有して

いない保証は、製品保証に関する現行のガ

イダンスに従って会計処理しなければなりま

せん。 

別個に販売されていないが、製品が合意さ

れた仕様に従っているという保証を与えるこ

とに加えてサービスとして顧客に提供され

る、保証または保証の一部は、約束された

サービスにかかる履行義務として発生しま

す。 

標準保証からサービスの構成要素を合理

的に区分できない企業は、単一の履行義

務として双方をあわせて会計処理しなけれ

ばなりません。 

顧客が別個に購入できる保証は、多くの

延長保証契約と類似しています。延長保

証から生じた収益は繰り延べられ、予想

契約期間にわたり認識されます。 

顧客が別個に購入できる延長保証は、取

引における別個の引渡対象物として会計

処理されます。複数要素契約において別

個に価格設定される保証は、契約で決め

られた価格に基づく対価が配分されま

す。 

潜在的な欠陥に対する保証を提供する

製品保証は、通常、現行の偶発損失ガイ

ダンスに従って会計処理されるため、財

の販売時点で費用と保証負債が認識され

ます。 

潜在的な影響： 現行のガイダンスと同

様、当基準案では、延長保証は別個の履

行義務を発生させ、そのため収益は保証

期間にわたり認識されます。 

契約対価は契約価格ではなく、独立販売

価格の比率で配分されるため、別個に価

格設定された保証が影響を受ける可能性

があります。延長保証に関する繰延収益

の金額は、結果的に当基準案のもとでは

現行ガイダンスとは異なる可能性がありま

す。 

別個に販売されておらず、製品の出荷時

に存在する欠陥に対する製品保証は、現

行の偶発事象ガイダンスと類似して、コス

トを引当てることになります。 

顧客が別個に購入できる保証は、多くの

延長保証契約と類似しています。延長保

証から生じた収益は繰り延べられ、保証

期間にわたり認識されます。 

別個に販売されない保証は、現行の引当

金ガイダンスに従って会計処理されるた

め、財の販売時点で費用と保証負債が認

識されます。 

潜在的な影響： 現行のガイダンスと同

様、当基準案では、延長保証は別個の履

行義務を発生させ、そのため収益は保証

期間にわたり認識されます。 

PwCは、提案されているガイダンスによる

重要な影響があるとは予想していません。

しかし、標準保証にサービスの要素があ

る場合、繰延収益の金額は、当基準案の

もとでは現行ガイダンスとは異なる可能性

があります。 

別個に販売されておらず、製品の出荷時

に存在する欠陥に対する製品保証は、現

行の引当金ガイダンスと類似して、コスト

を引当てることになります。 
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2010年公開草案からの主な変更点： 2010年公開草案は、潜在的な欠陥に保証を提供するものと製品の引渡後の不具合に保

証を提供するものとの2つのタイプに保証を区別していました。潜在的な欠陥に対する保証には履行義務が発生しませんでした

が、返品権と同様に交換予定の製品については、収益が繰り延べられました。現在の公開草案における保証の会計処理は、現行

の実務と類似しており、保証が企業によって別個に販売されない場合はコスト引当が行われます。この変更は、両審議会が受領し

た、当初案は実務的ではないとするフィードバックに基づくものでした。 

製品保証が企業によって別個に販売されている場合、または別個に販売されていなくても潜在的な欠陥への保証に追加したサー

ビスを提供する場合、当該保証は別個の履行義務を発生させます。潜在的な欠陥への保証に追加してサービスを提供する保証

は、標準保証とサービス保証とに区分処理し、標準保証部分についてはコスト引当処理、サービス部分については別個の履行義

務として処理することになります。 

設例＃8 

事実： ベンダーはハードドライブ、キーボード、およびモニターを販売しています。さらにベンダーは、ハードドライブおよびモニターの

特定の構成要素に対して60日間の保証も提供しています。ベンダーは、この保証を別個に販売していません。ベンダーはこの保証を

どのように会計処理すべきでしょうか？ 

考察： 当基準案は、ベンダーに対して、当該保証を既存の偶発事象ガイダンス（US GAAP）または引当金ガイダンス（IFRS）と同様にコ

ストの引当として会計処理することを要求しています。 

設例＃9 

事実： ベンダーはハードドライブ、キーボード、モニター、および顧客が購入のオプションを有する12カ月の延長保証を販売していま

す。ベンダーは当該保証をどのように会計処理すべきでしょうか？ 

考察： 当基準案は、ベンダーに対して、12カ月保証を別個の履行義務として会計処理することを要求しています。取引価格の一部は、

独立販売価格の比率で当該保証に配分され、保証義務が充足された時点で収益として認識されます。ベンダーは、収益がいつ認識

されるかを決定するために、保証の充足の形態（すなわち、比例的な形態か、またはその他の形態か）を評価する必要があるでしょう。 

 

 

不利な履行義務 

多くのテクノロジー企業は、複数の製品やサービスを単一の契約として顧客に提供しており、一つの履行義務では損失を見込むものの、

契約全体としては収益を見込んでいる可能性があります。未履行契約に対する予想損失は、現行のUS GAAPでは一般的に認識され

ておらず、現行のIFRSにおいては契約全体が不利な場合のみ未履行契約に対する予想損失が生じます。契約全体では利益となる場

合であっても、一定の状況において企業は、不利な履行義務に対する予想損失を認識する必要があるため、企業は当基準案のもとで

は著しく影響を受ける可能性があります。 
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提案モデル 現行の US GAAP 現行の IFRS 

一定の期間（1年超の期間）にわたり充足さ

れる履行義務は、それらが不利であるかどう

かを決定するために評価されます。一時点

で充足される履行義務は、当基準案ではこ

の評価の対象になりません。 

履行義務に配分された取引価格が、当該

履行義務を決済するコストより低い金額であ

る場合、履行義務は不利となります。履行

義務を決済するコストは、以下のいずれか

低い方の金額です。 

 履行義務の充足に直接関連するコス

ト、または 

 企業が履行義務から退出するために支

払うであろう金額 

不利な履行義務の負債は、履行義務を決

済するためのコストが履行義務に配分され

た対価の金額を超過する金額として測定さ

れます。 

未履行契約（不利な契約）に係る予想損

失は、その予想損失がまだ発生していな

いため、特定の基準書がそのような認識

について規定しない限り、一般的には認

識されません。 

建設請負契約に係る予想損失は、契約コ

ストが契約による収益を上回る可能性が

高い場合に即時認識されます。 

潜在的な影響： 不利な契約は、建設契

約会計以外の、既存の US GAAPで認識

されることは稀です。当基準案は、現在、

建設契約会計の範囲ではなく、一定の期

間（1年超の期間）にわたり充足される履

行義務を有する企業に著しく影響を与え

る可能性があります。契約レベルではな

く、履行義務レベルで不利なテストが行わ

れるため、このガイダンスは全体としては

収益性のある契約を有する企業に影響を

与えるでしょう。 

契約上の義務を満たすための不可避的

な費用が、契約にて受領が見込まれる経

済的便益を超過する契約は、不利な契約

です。 

建設請負契約に係る予想損失は、契約コ

ストが契約による収益を上回る可能性が

高い場合に即時認識されます。 

潜在的な影響： 現行の IFRSガイダンス

では不利な条件の評価を履行義務レベ

ルではなく契約レベルで行うことを求めて

います。ガイダンス案では、一定の期間（1

年超の期間）にわたり充足される履行義

務にのみ適用されますが、不利な契約の

条件が増え、契約全体では収益性がある

状況においても損失が計上される結果と

なります。 

 

2010年公開草案からの主な変更点： 不利なテストが意図しない結果をもたらす可能性があるという懸念に対応して、不利なテ

ストの範囲は、一定の期間にわたり充足される履行義務で、その期間が1年超である場合のみに適用されるよう変更されました。 
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